
 

 あゆみ保育園  令和 6 年度 重要事項説明書  

1、施設運営主体  

名  称 社会福祉法人    大阪あゆみ福祉会  

所 在 地 大阪市中央区中寺 1 丁目 1-49 

電 話 番 号 06-6766-5388 

代表者氏名  理事長   國本依伸  

 

 

   2、利用施設  

施 設 の 種 類  保育所 

施 設 の 名 称  あゆみ保育園 

施 設 の 所 在 地 大阪市中央区中寺 1-1-49 

連  絡  先 電話番号   06-6766-5388    FAX 06-6766-5389 

管  理  者 園長  松下博美  

対 象 児 童 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところによ

り、保育を必要とする小学校就学前児童  

認 可 定 員 

 

０歳児    6 人   １歳児    14 人 

２歳児   16 人   ３歳児   20 人 

４歳児   20 人   ５歳児   20 人 

利 用 定 員 

 

満３歳以上の児童              60 人 

満１歳以上満３歳未満の児童         30 人 

満１歳未満の児童               6 人 

開 設 年 月 日   昭和 42 年 12 月 1 日 

事 業 所 番 号  ２７１００５１００２６８３  

  

3、施設の目的・運営方針 

  あゆみ保育園（以下「当園」という。）は、以下の運営方針に基づき、保育を必要とす

る児童を日々受け入れ、保育を行うことを目的とします。  

 (1) 「当園」は、保育の提供に当たっては、入園する乳児及び幼児（以下「園児」とい

う。）の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生

活の場を提供するよう努めます。  

 (2) 「当園」は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園

児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行います。  

 (3) 「当園」は、園児の属する家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、園

児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めます。 

 



 

4、当園における施設・設備等の概要  

(1) 施 設 (本園) 

敷 地  471.84 ㎡ 

園 舎 
構 造 鉄筋コンクリート造   3 階建  

延べ面積  669.19 ㎡ 

園  庭  地上園庭 78.84 ㎡  公園 500 ㎡ 

 

(2) 主な設備  

設備 部屋数 備  考 

乳児室 １室 もも組    （満 0 歳児クラス）  

ほふく室  １室 たんぽぽ組（満１歳児クラス）  

保育室 ４室 

すみれ組  （満２歳児クラス）  

ゆり組    （満３歳児クラス）  

ばら組    （満４歳児クラス）  

ひまわり組（満５歳児クラス）について各１室  

遊戯室（ホール） １室  

食堂 (1 階ホール ) １室  

調理室 1 室  

事務室 1 室  

 

5、当園における保育の方針  

 

 （1）良く食べ、よく遊ぶ元気な子  

 （2）仲間を大切にする子  

 （3）自分で考え行動できる子  

 

6、提供する保育等の内容  

  当園は、保育所保育指針（平成 20 年３月 28 日厚労告 141）を踏まえ、以下の保育そ

の他の便宜を行います。 

 (1) 特定教育・保育及び時間外保育の提供  

   下記 13 に記載する時間において、保育をします。  

 (2) その他 

   地域活動・育児相談・お話しの会・他  

 (3) 送迎 

   保護者による送迎を原則とします。  

 



 

7、職員の職種、員数及び職務の内容         ４月１日現在  

 

職種  職務内容  員数  常勤  非常勤  備考  

園長  園務を司り所属職員を監督  1 1   

主任  園長代行、補佐、命令を受け園務の

一部を整理、園児の保育を司る  

1 1   

保育士  保育業務を行う  21 14 7  

調理員  子どもに提供する食事の管理・調理  3 3   

  

【職 員】   29 名  園長、主任、保育士、調理師、アルバイト・パート等  

当園では、「大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24 年

３月３０日大阪市条例第 49 号。以下「条例」という。）」の定める基準を遵守し、保育の

実施に必要な職員として、上記の職種の職員を配置しています。  

【保育内容】     生後 3 ヶ月保育、長時間保育、延長保育、身体づくり、  

   健康管理、生活習慣、遊び、課業、  

＜各職種の勤務体系＞  

職 種  勤務体系  

園長 正規の勤務時間帯（ 7：00～19：00 ）のうち８時間 

主任保育士  正規の勤務時間帯（ 7：00～19：00 ）のうち８時間  

保育士 正規の勤務時間帯（ 7：00～19：00 ）のうち８時間  

調理師 正規の勤務時間帯（ 8：30～17：00 ）のうち８時間  

管理栄養士  正規の勤務時間帯（ 8：30～17：00 ）のうち８時間  

※ ローテーションにより、各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。  

※ 職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。  

 

8、保育を提供する日 

  保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとします。  

  ただし、年末年始（12 月 29 日から１月４日）及び祝祭日・3 月の最終土曜日は休園と

なります。  

  （保護者の協力のもとに行う予定です。）  

 

 

 

 



 

9、保育を提供する時間 

 (1) 保育標準時間認定に係る保育時間  

   保育標準時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、７時か

ら 18 時までの範囲内で、保育を必要とする時間となります（実際に保育を提供する日

及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当園との協議の上保

護者ごとに個別に決定します）。  

 なお、上記以外の時間帯において、就労等の理由により保育が必要な場合は、19 時

までの範囲内で、時間外保育を提供いたします（時間外保育の利用に当たっては、市

町村にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途利用者負担が必要となります）大

阪市が設定している標準時間保育の延長料金に準じ一日につき、延長時間３０分以内

２８０円、３1 分以上３００円で設定をしています。利用代金の支払いにつきまして

は毎月の集金日に徴収させて頂きます。  

 

 (2) 保育短時間認定に係る保育時間  

保育短時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、８時 30 分

から 16 時 30 分までの範囲内で、保育を必要とする時間となります（実際に保育を提

供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当園との協

議の上、保護者ごとに個別に決定します）。なお、上記以外の時間帯において、就労等

の理由により保育が必要な場合は、７時から 8 時 30 分まで又は 16 時 30 分から 18 時

までの範囲内で、時間外保育をいたします  

（時間外保育の利用に当たっては、市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に、

別途利用者負担が必要になります。）大阪市が設定している短時間保育の延長料金に準

じ一日につき、延長時間３０分以内２８０円、３ 1 分以上３００円で設定をしていま

す。利用代金の支払いにつきましては毎月の集金日に徴収させて頂きます。  

 

10、給 食  

・保育園では自園調理を行っています。ただし、行事によってはお弁当の日もあり

ます。  

・「食べる」事は子どもの成長にとってとても大切です。  

①  離乳食早期の卵、牛乳は避けた献立にしています。  

②  幼児・乳児とも和食中心で献立を立てています。  

③  出来るだけ安全な食材を使用するようにしています。  

・毎月献立表を発行しますので、ご家庭の食事と重複しないように配慮してくださ

い。給食ニュースは、食についての参考にしてください。  

・３歳児以上の給食主食費、副食費は別途徴収します    

・0 歳の粉ミルクは、ドライミルクはぐくみ (森永 )です。ご協力ください。  



 

   児童の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。  

 午前間食  昼食 午後間食  備考 

０歳児 ９時 00 分頃 11 時 10 分頃 15 時頃  

１歳児 ９時 00 分頃 11 時 10 分頃 15 時頃  

２歳児  11 時 15 分頃 15 時頃  

３歳児  11 時 20 分頃 15 時頃  

４歳児  11 時 30 分頃 15 時頃  

５歳児  11 時 30 分頃 15 時頃  

                                  ※ 献立表は毎月別途お知らせします。  

・アレルギー対応について  （別紙参照）  

※  食物アレルギーについては、医師の診断を基に保育園と保護者と相談の上、対   

応を決定します。  

 

11、利用の開始に関する事項 

   区保健福祉センターの利用調整に基づき当園に入所決定され支給認定を受けた保護

者が本重要事項説明書等に同意された後に保育の提供を開始します。  

 

12、利用の終了に関する事項 

   当園は、以下の場合には保育の提供を終了します。  

  (1) 園児が小学校に就学したとき  

  (2) 児童の保護者が、児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当

しなくなったとき  

  (3) その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき  

 

13、保育時間      

    ≪ 開園時間 午前 7 時 00 分    閉園時間 午後 7 時 00 分 ≫ 

平 日  午前 7 時 00 分～午後 6 時 00 分 

             土曜日   午前 8 時 00 分～午後 5 時 30 分 

《基本保育時間》  平 日  午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分 

《時間外保育時間》 平 日  午前 7 時 00 分～午前 8 時 30 分 

平 日 午後 4 時 30 分～午後 6 時 00 分 

 ◎土曜日の保育において、午後 5 時～5 時 30 分の保育を利用される方は、事前に申

請書類が必要です。  

 

◎勤務時間や通勤時間のため、基本の時間内に送り迎えができない場合、園長まで

申し出てください。  



 

14、延長保育  

  平 日 午後 6 時～7 時（土曜日は 17：30 までの為、延長保育はありません）  

    ≪19 時には園を出られるようにしてください≫ 

   満 1 歳までは 6 時 30 分までの延長保育にご協力ください。  

   ＊延長保育については申請書類、利用料が必要です。  

   利用する前月の 25 日までに申請して下さい。  

     30 分利用（18：00～18：30 まで） 月額 2,700 円    

60 分利用（18：00～19：00 まで） 月額 2,900 円 

 【月単位の利用となります】  

 

15、  保育を行わない日  

・日曜日、祝祭日  

・冬期休園 (12 月 29 日～1 月 4 日)  

 ＊１月４日は保護者のご理解で休園日とする予定です。  

・ 3 月最終の土曜日    

 ＊保育の総括・次年度準備のため、保護者のご理解で休園とする予定です。  

・卒園式の日は、4 歳児以下はお休みになります。  

＊全職員で式典参列のため、保護者のご理解で休園とする予定です。  

・その他、気象状況などで、休園になることがあります。  

    暴風、波浪、警報発令（小学校、公立保育所に準じる）  

※夏期協力期間はお仕事の方のみの保育になります。ご協力お願いします。  

※朝 6 時の時点で暴風波浪警報が発令されていると休園になりますが、警報が 9 時

30分までに解除された場合は、解除された時間から 1時間後より平常保育をします。

又、保育中に暴風波浪警報が発令された場合はすぐにお迎えに来て下さい。  

地震は、大阪府内で震度 5 弱以上の時は、自宅待機をお願いします。  

 

16、 嘱託医    

 当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。  

 (1) 内科 

医療機関の名称  うえに生協診療所  

医院長名又は医師名  赤松 功博          

所  在  地 大阪市中央区玉造 1-8-７ 

電 話 番 号 ０６－４３０４－３１２０  

 

 

 



 

(2) 歯科 

医療機関の名称  森の宮歯科 

医院長名又は医師名  池田 善一 

所  在  地 大阪市東成区中道 1 丁目 10 番 35 号 

電 話 番 号 ０６－６９７５－０８４１  

 

【緊急時の対応】 

  お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、嘱託医・  

保護者の指定する医療機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。  

 

17、非常災害時の対策 

・非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責

任者を定め、少なくとも毎月 1 回以上、避難及び消火に係る訓練を実施しています。  

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応いたします。  

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有  

・ガス漏れ報知機  無  ・非常警報装置    有 

・非常用電源    無  ・スプリンクラー  無 

・その他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理   有 

避難・消火訓練  避難及び消火の訓練は、毎月１回以上実施します。  

  

・大阪府内にて震度 5 弱以上の地震が発生した時は、自宅待機となり、場合により休園に

なります。また、保育中の同レベルの地震発生時は、早急に保育園までお迎えに来て

ください。  

 

18、要望・苦情等に関する相談窓口 

   当園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。  

 

当園 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者   主任保育士 

・ご利用時間   ９：00～ １7：00 

・電話番号   ０６－６７６６－５３８８    

 Ｆ Ａ Ｘ   ０６－６７６６－５３８９ 

 担当者が不在の場合は、当園職員までお申し出ください。 

第三者委員 桐谷とみえ 
電話番号 ０６－６７６６－５３８８ 

当法人 監事 

  ※ 当園では、上記のほか、園内に要望・苦情等に係る投函箱を設置しています。  

 



 

19、利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額 

   当園では、以下の保険に加入しています。  （保険の範囲内でお支払します）  

保険の種類 保育園賠償責任保険・災害共済給付制度（日本スポーツ振興

センター） 

園児事故対策共済（大阪私立保育園連盟）  

保険の内容 賠償、災害、事故に対する医療費等の給付  

  

 

20、園児の利用定員・利用状況     （4 月１日現在）  

  保育を必要とする 3 歳以上児が 2 号認定の子ども     【60 人】 

  保育を必要とする 3 歳未満児が 3 号認定の子どものうち、満 1 歳以上の子どもが   

【30 人】 

  3 号認定の子どものうち、満 1 歳未満の子ども       【6 人】 

 

  利用定員数は下記の通り                ≪4 月 1 日現在≫ 

 利用定員数   R6 年度   R5 年度    R4 年度 

０歳児 6 人 6 人 6 人 6 人 

１歳児 14 人 14 人 14 人 14 人 

２歳児 16 人 16 人 16 人 16 人 

３歳児 20 人 20 人 20 人 20 人 

４歳児 20 人 20 人 20 人 20 人 

５歳児 20 人 20 人 20 人 20 人 

 

21、特別支援教育・障がい児保育の取組状況  

・地域社会の中で、障がいのあるこどもとないこどもが共に育ち合うことを基本的な

考え方として障がい児保育を行っています。  

 

22、虐待の防止のための措置に関する事項  

  職員による園児への虐待防止のため、以下の措置を講じています。  

 (1) 年に１回職員に対して虐待防止研修を実施  

 (2) 虐待防止 

マニュアルの作成、運用  

 

23、第三者評価の受審、自己評価の実施状況  

  項 目 受審、実施状況 受審、実施結果  

第三者評価受審状況  R4 年度受審 良好 



 

自己評価の実施状況  R5 年度実施 保育士等についても実施  

24、勧告等の公表状況 

子ども・子育て支援法第 39 条第３項、第５項の規定により公表・公示された旨  

  なし 

 

25、当園におけるその他の留意事項 

 

喫煙 当園の敷地内はすべて禁煙です。 

宗教活動、営利活動

等について 

利用者に対する宗教活動、営利活動はご遠慮くださ

い。 

 

26、利用者負担金、その他の費用・種類について         

・保育を利用した支給認定保護者は、その支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村

の定める利用者負担金（保育料）を支払うものとします。  

・支給認定申請から認定の効力が発生する日までの間において、災害等の緊急その他、  

 やむを得えない理由により保育を提供した場合については、当該保護者から特定教  

育・保育基準費用額（子ども・子育て支援法第２８条第２項第１号に規定する内閣総  

理大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。）の支払いを受けるものとします。 

この場合、当該保護者が適切に教育・保育給付金を受けられるよう、特定教育・保育  

提供証明書交付その他必要な措置を講じるものとします。  

・前二項の支払いを受けるほか、特定保育の提供における便宜に要する費用のうち、別  

表に掲げる費用の支払いを受けるものとします。  

・出席の有無にかかわらず、在籍の場合は保育料その他の諸費についても、規定どおり  

納めていただきます  

・特別活動費や主食費、延長保育料、副食費、その他の毎月決まった費用は、申し

込みされた銀行口座より引き落としさせていただきます。引き落とし日は毎月 6

日です。6 日が、土・日・祝祭日の場合は、翌日もしくは翌々日の平日に引き落と

しとなります。乳児（0～2 歳児）の特別活動費につきましては、6 月に年払い（＠

200 円×12 か月）でお願いします。  

・副食費の徴収にいて  

 令和元年 10 月 1 日より「幼児教育・保育の無償化」に伴い、保育料は無償になり

ましたが、副食費（おかず代）については、引き続き保護者負担になり、各園で

の徴収になりましたので、上記同様申し込みされた銀行口座より引き落としさせ

ていただきます。   

副食費（月額）4800 円    ＊3 歳児以上 

  （別紙参照） 



 

 

27、個人情報の取扱い 

利用目的 

あゆみ保育園では、園児に関する日々の保育、健康管理、必要時の連絡のため、保

育園の円滑な運営に必要な範囲の使用を目的とします。  

1. 個人情報の項目 氏名、生年月日、写真など  

2. 情報の開示方法 園だより、クラスだより、ホームページ、写真掲示、絵画展、 

        発育歴など 

 

 当園ではホームページのブログ内で保育中の写真を公開することがあります。個人

が特定できるような園児などの氏名・生年月日・住所などの個人情報は記載しませ

ん。また顔が隠れるようにマークやスタンプを使用して個人が特定できないように

します。しかし、事前に園児の写真等について拒否の申し出があった場合には配慮

いたします。 

 

情報の保護 

あゆみ保育園では取得した個人情報は、第三者によって不当に扱われることがない

ように適切に管理いたします。第三者への個人情報の開示は原則としていたしませ

ん。ただし、下記の場合は開示することがあります。  

※ 保護者の承諾がある場合  

※ 法令により開示を求められた場合  

※ 保育所の嘱託医など、その他保育所運営に必要な業務委託先  

(個人情報の保護に関する確認書を締結した委託先 )に個人情報を提供する場合  

 

個人情報利用の制限 

あゆみ保育園では、園児とその保護者の個人情報について訂正・追加・利用停止を

求める権利を有していることを確認し、申し出があった場合は速やかに対応いたし

ます。ただし、あゆみ保育園の福祉に反する場合、法令等に反する場合、保育園の

運営に支障をきたすような場合は除きます。  

 

 

個人情報の取り扱いに関する問い合わせは下記までご連絡ください。  

あゆみ保育園   ☎06-6766-5388 

 

窓口    あゆみ保育園  主任 

         責任者   あゆみ保育園  園長 


